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　　特定医療機関において特定不妊治療（体外受精および顕微授精）を受け、山形県特定不妊治療費助成　
　を受けたご夫婦に、治療費の一部を助成します。

　▼助成の内容　県の助成限度額を超えた分について1回の治療につき、５万円を限度に１年度あたり３
　　回まで（通算5年度）助成します。
　▼助成を受けられるかた　ご夫婦とも、もしくはご夫婦のどちらかが白鷹町にお住まいで、県の特定不
　　妊治療費助成承認決定を受けたかた
　▼助成を受けるには申請が必要ですので、山形県不妊治療費助成金給付決定通知書と印鑑、申請者名義
　　の通帳をお持ちになり、健康福祉課健康推進係へお越しください。
　

　■問い合わせ　健康福祉課健康推進係　☎86－0210

　

　　肺炎球菌ワクチンとは、高齢者の肺炎の原因の中で最も頻度の高い「肺炎球菌」という細菌による　　
　肺炎感染を予防するワクチンです。（全ての肺炎に有効ということではありません。） 　　　　　　　　　
　１度接種すると５年以上効果があるといわれています。接種費用のうち３，０００円を町で助成します。

　▼助成を受けられるかた　白鷹町にお住まいの、70歳以上のかたで今までに肺炎球菌ワクチン予防接種
　　の助成を受けたことがないかた
　（ただし、65歳以上70歳未満のかたで持病などがあり医師が接種を認めたかたも対象になります。）

　▼助成を受けるには、助成券を発行いたしますので、印鑑を持って健康福祉課健康推進係へお越しくだ
　　さい。

　　平成25年４月から、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防（ヒトパピローマ　　
　ウイルス感染症予防）ワクチンが定期の予防接種になりました。

ワクチン名 対象となるかた 接種をおすすめする時期回数

ヒブワクチン
生後２ヵ月～５歳未満

生後２ヵ月～７ヵ月未満に開始し、４回接種

（赤ちゃん訪問や乳児健診にて詳しく説いたします）小児用肺炎球菌ワクチン

　子宮頸がん（ヒトパピローマ　

　ウイルス感染症）予防ワクチン
小学６年生～高校１年生女子 中学１年生の間に３回接種

（通知にて個別にご案内いたします）




